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(57)【要約】
【課題】コンテンツ再生装置からコンテンツ出力装置に
コンテンツデータを伝送するシステムにおいて、複雑な
信号処理の必要がなく、また、設定変更操作を簡略化で
き、音質やビデオデータの画質を劣化させることを防止
する。
【解決手段】コンテンツ出力装置から動作クロック伝送
ケーブルを介して伝送されてきた動作クロック信号を受
信し、当該動作クロック信号に基づいて動作し、再生部
が再生したコンテンツデータをマルチメディア伝送ケー
ブルを介してコンテンツ出力装置に送信するコンテンツ
再生装置と、出力装置動作クロック信号に基づいてコン
テンツ再生装置に送信する動作クロック信号を生成して
動作クロック伝送ケーブルを介してコンテンツ再生装置
に送信すると共に、コンテンツ再生装置からマルチメデ
ィア伝送ケーブルを介して送信されてきたコンテンツデ
ータを受信して信号処理を施し、外部装置に出力するコ
ンテンツ出力装置とを備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを再生するコンテンツ再生装置と、当該コンテンツ再生装置が再生し
たコンテンツデータを入力し信号処理を施し出力するコンテンツ出力装置とからなるコン
テンツデータ伝送システムにおいて、
　コンテンツ再生装置は、再生装置基準動作クロック信号を発生する再生装置基準動作ク
ロック発生部と、
　前記コンテンツ出力装置から動作クロック伝送ケーブルを介して伝送されてきた動作ク
ロック信号を受信し当該動作クロック信号に同期した受信動作クロック信号を出力する動
作クロック受信部と、
　前記基準動作クロックと前記受信動作クロック信号のいずれかを用いて再生装置動作ク
ロック信号に変換する再生装置動作クロック変換部と、
　前記再生装置動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータを再生するコンテン
ツ再生部と、
　前記再生装置動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータをマルチメディア伝
送ケーブルを介してコンテンツ出力装置に送信するデータ出力部と、
　前記コンテンツ再生装置全体を制御すると共に前記再生装置動作クロック信号を制御す
る再生装置制御部とを備え、
　前記コンテンツ出力装置は、出力装置基準動作クロック信号を発生する出力装置基準動
作クロック発生部と、前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて前記コンテンツ再生
装置に送信する動作クロック信号を生成して動作クロック伝送ケーブルを介して前記コン
テンツ再生装置に送信する動作クロック送信部と、
　前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作し前記コンテンツ再生装置からマル
チメディア伝送ケーブルを介して送信されてきたコンテンツデータが入力されるデータ入
力部と、
　前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータを外部に出力す
る出力部と、コンテンツ出力装置全体を制御すると共に前記コンテンツ再生装置に出力装
置基準動作クロック信号に同期した動作クロック信号を動作クロック送信部から送信する
よう制御する出力装置制御部と
　を備え、
　前記コンテンツ再生装置の前記出力装置制御部は、前記動作クロック送信部が動作クロ
ックを前記動作クロック受信部に送信する場合、予め定めた信号を動作クロック信号に重
畳して送信するよう前記動作クロック送信部を制御し、
　前記再生装置制御部は、前記動作クロック受信部が受信した動作クロックに予め定めた
信号が重畳されているか否かを判別し、予め定めた信号が重畳されている場合は前記再生
装置動作クロック変換部が前記動作クロック受信部が出力する前記受信動作クロック信号
を用いて再生装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作クロック変換部を制
御し、予め定めた信号が重畳されていない場合は前記再生装置動作クロック変換部が前記
再生装置基準動作クロック発生部が発生する再生装置基準動作クロック信号を用いて再生
装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作クロック変換部を制御することを
特徴とするコンテンツデータ伝送システム。
【請求項２】
　コンテンツデータを再生するコンテンツ再生装置と当該コンテンツ再生装置が再生した
コンテンツデータを入力し信号処理を施し出力するコンテンツ出力装置との間をコンテン
ツデータを伝送するマルチメティアデータ伝送ケーブルと動作クロック信号を伝送する動
作クロック伝送ケーブルで接続し、コンテンツ再生装置からコンテンツ出力装置にコンテ
ンツデータを伝送する方法であって、
　前記コンテンツ再生装置内で再生装置基準動作クロック信号を発生するステップと、
　前記コンテンツ出力装置から動作クロック伝送ケーブルを介して伝送されてきた動作ク
ロック信号を受信し当該動作クロック信号に同期した受信動作クロック信号を出力するス
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テップと、
　前記基準動作クロックと前記受信動作クロック信号のいずれかを用いて再生装置動作ク
ロック信号に変換するステップと、
　前記再生装置動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータを再生するステップ
と、
　前記再生装置動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータをマルチメディア伝
送ケーブルを介してコンテンツ出力装置に送信するステップと、
　前記コンテンツ再生装置全体を制御すると共に前記再生装置動作クロック信号を制御す
るステップを備え、
　前記コンテンツ出力装置は、出力装置基準動作クロック信号を発生するステップと、前
記出力装置基準動作クロック信号に基づいて前記コンテンツ再生装置に送信する動作クロ
ック信号を生成して動作クロック伝送ケーブルを介して前記コンテンツ再生装置に送信す
るステップと、
　前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作し前記コンテンツ再生装置からマル
チメディア伝送ケーブルを介して送信されてきたコンテンツデータが入力されるステップ
と、
　前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータを外部に出力す
るステップと、
　コンテンツ出力装置全体を制御すると共に前記コンテンツ再生装置に出力装置基準動作
クロック信号に同期した動作クロック信号を動作クロック送信部から送信するよう制御す
るステップとを備え、
　前記コンテンツ再生装置の前記出力装置制御部は、前記動作クロック送信部が動作クロ
ックを前記動作クロック受信部に送信する場合、予め定めた信号を動作クロック信号に重
畳して送信するよう前記動作クロック送信部を制御し、
　前記再生装置制御部は、前記動作クロック受信部が受信した動作クロックに予め定めた
信号が重畳されているか否かを判別し、予め定めた信号が重畳されている場合は前記再生
装置動作クロック変換部が前記動作クロック受信部が出力する前記受信動作クロック信号
を用いて再生装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作クロック変換部を制
御し、予め定めた信号が重畳されていない場合は前記再生装置動作クロック変換部が前記
再生装置基準動作クロック発生部が発生する再生装置基準動作クロック信号を用いて再生
装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作クロック変換部を制御するステッ
プとを備えることを特徴とするコンテンツデータ伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ再生装置(例えば、ディスクプレーヤ)とコンテンツ出力装置との
間でコンテンツデータを伝送するコンテンツデータ伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）やＢＤ（Blu-ray Disc）等の記録媒体に記録された
、或いは、ネットワークを介してサーバ等からダウンロードされたコンテンツデータ(ビ
デオデータ、オーディオデータ等)を再生するコンテンツ再生装置(例えば、ディスクプレ
ーヤ)と、コンテンツ再生装置により再生され出力されたデジタルデータを受信し、当該
デジタルデータのオーディオデータを増幅してスピーカに出力したり、オーディオデータ
及びビデオデータをモニタやテレビ等の表示装置に出力するコンテンツ出力装置(例えば
、アンプ)とを備えるシステムがある。
【０００３】
　近年、このシステムにおいて、コンテンツ再生装置からコンテンツ出力装置へのコンテ
ンツデータの伝送には、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers
）１３９４インターフェースやＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）など
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のデジタルインターフェースが用いられ、コンテンツ再生装置により再生されたオーディ
オデータやビデオデータを高品質のデジタルデータでコンテンツ出力装置へ伝送すること
ができる。
【０００４】
　デジタルインターフェースを用いてコンテンツ再生装置からコンテンツ出力装置にコン
テンツデータの伝送を行うシステムにおいて、コンテンツ出力装置のクロック生成部が生
成したマスタークロックとコンテンツ再生装置のクロック生成部が生成したマスタークロ
ックは同期しない。このため、コンテンツ再生装置から受信するコンテンツデータ(デジ
タルデータ)にジッターが発生するため、コンテンツ出力装置は、受信したデジタルデー
タを正しく復調することができず、スピーカから出力したオーディオ信号にノイズが発生
したり、オーディオ信号が途切れたり、或いは、ビデオ信吾の画質が劣化したりすること
がある。
【０００５】
　コンテンツ再生装置とコンテンツ出力装置のマスタークロックの同期をとる方法として
、コンテンツ出力装置がコンテンツ再生装置から送信されるオーディオデータに同期した
マスタークロックを生成し、当該マスタークロックを用いて再生装置から送信されるオー
ディオデータを復調する方法(送信装置クロック制御モード)が、特許文献１に開示されて
いる。
【０００６】
　また、別な方法として、コンテンツ出力装置は、クロック生成部により生成されたマス
タークロックとコンテンツ再生装置から送信されるデジタルデータとが同期しているか否
かを検出し、生成したマスタークロックとオーディオデータとの同期のずれを補正するた
めの補正情報を生成し、コンテンツ再生装置に送信する方法(受信装置クロック制御モー
ド)が特許文献２に開示されている。この方法において、コンテンツ再生装置は、コンテ
ンツ出力装置から受信した補正情報に基づいてマスタークロックの周波数を調整し、調整
後のマスタークロックを用いてオーディオデータを符号化しコンテンツ出力装置に送信す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平６－２９６１７３号公報
【特許文献２】特開２００３－３２５７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に開示された増幅装置が再生装置のマスタークロックに同期したマスターク
ロックを生成して再生装置と増幅装置のマスタークロックの同期をとる方法（送信装置ク
ロック制御モード）では、増幅装置におけるマスタークロックの生成にＶＣＯ（Voltage 
Controlled Oscillator）回路から発振されるクロックを使用したＰＬＬ（Phase Locked 
Loop）回路が用いられる。このＶＣＯ回路は、クロック同期の許容範囲がクロックの中心
周波数に対し±１０００ｐｐｍ（Parts Per Million）であるため、生成されるマスター
クロックにジッターが発生する。このため、増幅装置において、ＶＣＯ回路により生成さ
れたマスタークロックを用いて、再生装置から送信されたオーディオデータを復調すると
オーディオデータにジッターが発生し、増幅装置から出力されるオーディオデータの音質
が劣化するという問題がある。また、これは、ビデオデータの場合、画質の劣化につなが
る。
【０００９】
　特許文献２に開示された増幅装置が生成したマスタークロックに同期するように、再生
装置のマスタークロックの周波数を調整して再生装置と増幅装置のマスタークロックの同
期をとる方法（受信装置クロック制御モード）では、増幅装置において再生装置のマスタ
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ークロックが増幅装置のマスタークロックに同期するように調整する。再生装置から送信
されるオーディオデータは増幅装置のマスタークロックに同期しているため、増幅装置に
おいて、再生装置から受信するオーディオデータにジッターが発生しない。このため、増
幅装置は、再生装置から受信したオーディオデータを高音質で再生することができる。し
かしながら、再生装置のオーディオ送信用のマスタークロックは、増幅装置のマスターク
ロックに同期したものとなるため、再生装置においてビデオ用マスタークロックとオーデ
ィオ用マスタークロックとの同期がとれなくなり、再生されるビデオデータの動画が一瞬
停止する、または、１コマ分の画像を飛ばして再生する等の問題が発生する。
【００１０】
　すなわち、従来のデジタルインターフェースを用いてコンテンツ再生装置とコンテンツ
出力装置の間でコンテンツデータの伝送を行うシステムにおいて、上述した受信装置クロ
ック制御モードによりコンテンツ再生装置とコンテンツ出力装置のマスタークロックを同
期させた場合、ＤＶＤ‐ＡＵＤＩＯやＣＤ‐ＤＡ（Compact Disc-Digital Audio）等のオ
ーディオデータのみが記録された記録媒体を再生する際に、コンテンツ出力装置がコンテ
ンツ再生装置から受信したオーディオデータを高音質で再生することができる。しかし、
ＤＶＤ‐ＶＩＤＥＯ等のオーディオデータおよびビデオデータが記録された記録媒体を再
生する際には、再生されるビデオデータの動画が一瞬停止する、または、１コマ分の画像
を飛ばす等の問題が発生する。
【００１１】
　一方、上述した送信装置クロック制御モードにより再生装置と増幅装置のマスタークロ
ックを同期させた場合、オーディオデータおよびビデオデータが記録された記録媒体を再
生する際、再生されたビデオデータの動画が一瞬停止する、または、１コマ分の画像を飛
ばして再生する等の問題の発生を防ぐことができる。しかし、コンテンツ出力装置がＶＣ
Ｏ回路により生成されたマスタークロックを用いてコンテンツ再生装置から送信されたオ
ーディオデータを復調するので、オーディオデータにジッターが発生し、音質が劣化する
という問題が発生する。
【００１２】
　このように、デジタルインターフェースを用いてコンテンツ再生装置からコンテンツ出
力装置にビデオデータ及びオーディオデータ等のコンテンツデータの伝送を行うシステム
において、コンテンツ再生装置から、オーディオデータのみを伝送する場合でも、或いは
、オーディオデータとビデオデータの両方のデータを伝送する場合でも、数多くの回路を
追加したり、複雑な信号処理を施したり、オーディオデータの音質やビデオデータの画質
が劣化するという問題がある。
【００１３】
　また、上述した受信装置クロック制御モードや送信装置クロック制御モードを使用する
場合、コンテンツ再生装置及びコンテンツ出力装置がそれらのモードに対応しているかを
確認する必要があり、そのためには両装置間で相互通信により、モードに対応しているか
否かを確認しなければならないため、通信手順が複雑になったり、回路やプログラムを追
加する必要があった。
【００１４】
　また、これらのモードを選択する場合には、ユーザが、コンテンツ再生装置及びコンテ
ンツ出力装置の設定をそれぞれのモードに対応するように変更する必要がある。これは、
このモードについて熟知しているユーザであれば、比較的簡単に設定できるが、熟知して
いないユーザにとっては、設定が難しい場合がある。更に、モード設定する場合、両方の
装置をそれぞれ操作して設定することになるため、操作に手間がかかる。
【００１５】
　以上のことから、本願発明は、デジタルインターフェースを用いてコンテンツ再生装置
からコンテンツ出力装置にビデオデータ及びオーディオデータ等のコンテンツデータの伝
送を行うシステムにおいて、数多くの回路の追加や複雑な信号処理の必要なく、また、ユ
ーザによる設定変更の操作を簡略化できると共に、オーディオデータの音質やビデオデー
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タの画質を劣化させることなくデータを伝送することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願発明は、コンテンツデータを再生するコンテンツ再生装置と、当該コンテンツ再生
装置が再生したコンテンツデータを入力し信号処理を施し出力するコンテンツ出力装置と
からなるコンテンツデータ伝送システムにおいて、コンテンツ再生装置は、再生装置基準
動作クロック信号を発生する再生装置基準動作クロック発生部と、前記コンテンツ出力装
置から動作クロック伝送ケーブルを介して伝送されてきた動作クロック信号を受信し当該
動作クロック信号に同期した受信動作クロック信号を出力する動作クロック受信部と、前
記基準動作クロックと前記受信動作クロック信号のいずれかを用いて再生装置動作クロッ
ク信号に変換する再生装置動作クロック変換部と、前記再生装置動作クロック信号に基づ
いて動作しコンテンツデータを再生するコンテンツ再生部と、前記再生装置動作クロック
信号に基づいて動作しコンテンツデータをマルチメディア伝送ケーブルを介してコンテン
ツ出力装置に送信するデータ出力部と、前記コンテンツ再生装置全体を制御すると共に前
記再生装置動作クロック信号を制御する再生装置制御部とを備え、前記コンテンツ出力装
置は、出力装置基準動作クロック信号を発生する出力装置基準動作クロック発生部と、前
記出力装置基準動作クロック信号に基づいて前記コンテンツ再生装置に送信する動作クロ
ック信号を生成して動作クロック伝送ケーブルを介して前記コンテンツ再生装置に送信す
る動作クロック送信部と、前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作し前記コン
テンツ再生装置からマルチメディア伝送ケーブルを介して送信されてきたコンテンツデー
タが入力されるデータ入力部と、前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作しコ
ンテンツデータを外部に出力する出力部と、コンテンツ出力装置全体を制御すると共に前
記コンテンツ再生装置に出力装置基準動作クロック信号に同期した動作クロック信号を動
作クロック送信部から送信するよう制御する出力装置制御部とを備え、前記コンテンツ再
生装置の前記出力装置制御部は、前記動作クロック送信部が動作クロックを前記動作クロ
ック受信部に送信する場合、予め定めた信号を動作クロック信号に重畳して送信するよう
前記動作クロック送信部を制御し、前記再生装置制御部は、前記動作クロック受信部が受
信した動作クロックに予め定めた信号が重畳されているか否かを判別し、予め定めた信号
が重畳されている場合は前記再生装置動作クロック変換部が前記動作クロック受信部が出
力する前記受信動作クロック信号を用いて再生装置動作クロック信号に変換するよう前記
再生装置動作クロック変換部を制御し、予め定めた信号が重畳されていない場合は前記再
生装置動作クロック変換部が前記再生装置基準動作クロック発生部が発生する再生装置基
準動作クロック信号を用いて再生装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作
クロック変換部を制御することを特徴とする。
【００１７】
　また、本願発明は、コンテンツデータを再生するコンテンツ再生装置と当該コンテンツ
再生装置が再生したコンテンツデータを入力し信号処理を施し出力するコンテンツ出力装
置との間をコンテンツデータを伝送するマルチメティアデータ伝送ケーブルと動作クロッ
ク信号を伝送する動作クロック伝送ケーブルで接続し、コンテンツ再生装置からコンテン
ツ出力装置にコンテンツデータを伝送する方法であって、前記コンテンツ再生装置内で再
生装置基準動作クロック信号を発生するステップと、前記コンテンツ出力装置から動作ク
ロック伝送ケーブルを介して伝送されてきた動作クロック信号を受信し当該動作クロック
信号に同期した受信動作クロック信号を出力するステップと、前記基準動作クロックと前
記受信動作クロック信号のいずれかを用いて再生装置動作クロック信号に変換するステッ
プと、前記再生装置動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータを再生するステ
ップと、前記再生装置動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータをマルチメデ
ィア伝送ケーブルを介してコンテンツ出力装置に送信するステップと、前記コンテンツ再
生装置全体を制御すると共に前記再生装置動作クロック信号を制御するステップを備え、
前記コンテンツ出力装置は、出力装置基準動作クロック信号を発生するステップと、前記
出力装置基準動作クロック信号に基づいて前記コンテンツ再生装置に送信する動作クロッ
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ク信号を生成して動作クロック伝送ケーブルを介して前記コンテンツ再生装置に送信する
ステップと、前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作し前記コンテンツ再生装
置からマルチメディア伝送ケーブルを介して送信されてきたコンテンツデータが入力され
るステップと、前記出力装置基準動作クロック信号に基づいて動作しコンテンツデータを
外部に出力するステップと、コンテンツ出力装置全体を制御すると共に前記コンテンツ再
生装置に出力装置基準動作クロック信号に同期した動作クロック信号を動作クロック送信
部から送信するよう制御するステップとを備え、前記コンテンツ再生装置の前記出力装置
制御部は、前記動作クロック送信部が動作クロックを前記動作クロック受信部に送信する
場合、予め定めた信号を動作クロック信号に重畳して送信するよう前記動作クロック送信
部を制御し、前記再生装置制御部は、前記動作クロック受信部が受信した動作クロックに
予め定めた信号が重畳されているか否かを判別し、予め定めた信号が重畳されている場合
は前記再生装置動作クロック変換部が前記動作クロック受信部が出力する前記受信動作ク
ロック信号を用いて再生装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作クロック
変換部を制御し、予め定めた信号が重畳されていない場合は前記再生装置動作クロック変
換部が前記再生装置基準動作クロック発生部が発生する再生装置基準動作クロック信号を
用いて再生装置動作クロック信号に変換するよう前記再生装置動作クロック変換部を制御
するステップとを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本願発明によれば、デジタルインターフェースを用いてコンテンツ再生装置からコンテ
ンツ出力装置にビデオデータ及びオーディオデータのデジタルデータの伝送を行うシステ
ムにおいて、数多くの回路の追加や複雑な信号処理の必要なく、また、ユーザによる設定
変更の操作を簡略化できると共に、オーディオデータの音質やビデオデータの画質を劣化
させることなくデータを伝送することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本願発明のコンテンツデータ伝送システムの一実施形態の概略構成を示す図であ
る。
【図２】本願発明の一実施形態のコンテンツデータ伝送システムにおけるモード確認処理
を示す図である。
【図３】本願発明の一実施形態のコンテンツデータ伝送システムにおけるコンテンツデー
タ伝送に係る処理を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図1は、本願発明のコンテンツデータ伝送システムの一実施形態の概略構成を示す図で
ある。
　図1において、コンテンツデータ伝送システム100は、コンテンツ再生装置200、コンテ
ンツ出力装置300を備える。
　コンテンツ再生装置200は、例えば、DVDプレーヤBDプレーヤなどのディスクプレーヤや
、半導体メモリに記憶されたコンテンツデータを再生するメモリプレーヤや、ネットワー
ク接続し、ネットワークを介してサーバ等からデジタルデータをダウンロードするネット
ワークプレーヤなどである。コンテンツ再生装置200は、ディスク等の記録媒体から再生
したビデオデータやオーディオデータ、或いは、ネットワークを介して取得したビデオデ
ータやオーディオデータに対しデコード等の信号処理を施し、デジタルデータとして出力
する。
【００２１】
　また、コンテンツ出力装置300は、例えば、AV(Audio Visual)アンプ、AVレシーバ、ネ
ットワークレシーバなどである。コンテンツ出力装置300は、コンテンツ出力装置300にコ
ード等で直接接続された外部装置やネットワークを介して入力するビデオデータやオーデ
ィオデータに、オーディオ信号を増幅したり、サラウンドのための信号処理を施したり、
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ビデオデータをテレビやモニターが表示可能なビデオ信号に変換する信号処理等を施し出
力する。
【００２２】
　また、コンテンツデータは、ビデオデータ、オーディオデータ、コンピュータプログラ
ムなどのデータである。本実施例においては、コンテンツデータをビデオデータとオーデ
ィオデータが含まれているデータとして説明する。
【００２３】
　本実施例のコンテンツデータ伝送システム100において、コンテンツ再生装置200とコン
テンツ出力装置300は、マルチメディアデータ伝送ケーブル400及び動作クロック伝送ケー
ブル500により接続されている。コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300は、コ
ンテンツデータを伝送するため、マルチメディアデータ伝送ケーブル400で接続されてい
る。本実施例においては、このコンテンツデータを伝送するマルチメディア伝送ケーブル
400としてHDMIケーブル400を用いる。コンテンツ再生装置200のデータ出力部及びコンテ
ンツ出力装置300のデータ入力部は、HDMIに対応したインターフェース機能を有し、HDMI
ケーブル400を使用することにより、コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300と
の間の機器認証やデータ転送の保護を行えると共に、オーディオデータ・ビデオデータを
１本のケーブルにより伝送することができる。
【００２４】
　また、コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300は、動作クロック信号を伝送す
るため、動作クロック伝送ケーブル500で接続されている。本実施例においては、動作ク
ロック伝送ケーブルとしてSPDIF対応のケーブル(SPDIFケーブル500)を用いる。コンテン
ツ再生装置200のデータ出力部及びコンテンツ出力装置300のデータ入力部は、SPDIFイン
ターフェース機能を有する。SPDIFインターフェースは、一般的にオーディオデータの伝
送に利用されるものであり、安価に、且つ、複雑な回路構成をとることなく利用できる。
【００２５】
　本実施例において、当該動作クロック伝送ケーブル500（SPDIFケーブル500）では、コ
ンテンツ出力装置300からコンテンツ再生装置200に動作クロック信号を伝送することが目
的であるため、このSPDIFケーブル500の伝送クロックとして、コンテンツ出力装置300の
基準動作クロック発生部が発生した基準動作クロック信号に基づいた動作クロック信号を
用い、オーディオデータとして0データを伝送する。このことにより、コンテンツ再生装
置200では、不要なオーディオデータに対してデコード等の処理を行う必要がなく、コン
テンツ出力装置300が発生した動作クロック信号を正確に受信することができる。
【００２６】
　なお、本実施例においては、コンテンツ出力装置300からコンテンツ再生装置200への動
作クロック信号の伝送として動作クロック伝送ケーブル500を用いたが、HDMIケーブル400
を利用することもできる。HDMIケーブル400において、使用していないデータ線を利用し
てコンテンツ出力装置300からコンテンツ再生装置200に動作クロック信号を伝送するよう
にしてもよい。さらにコンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300に電源を供給する
電源ケーブルを利用することもできる。このことにより、動作クロック伝送ケーブル、当
該ケーブルの接続部、インターフェース部を省略することができ、回路構成を簡単にする
ことができる。
【００２７】
　次に、本実施例のコンテンツ再生装置及びコンテンツ出力装置の構成について説明する
。最初にコンテンツ再生装置200について説明する。
　コンテンツ再生装置200は、再生装置基準動作クロック発生部210、動作クロック受信部
220、再生装置動作クロック変換部230、コンテンツ発生部240、再生装置信号処理部250、
データ出力部260、再生装置制御部270を備える。
【００２８】
　再生装置基準動作クロック発生部210は、水晶発振器(図示せず)を備え、コンテンツ再
生装置200内の各部が動作する際の動作クロック信号の基準となる基準動作クロック信号
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を発生する。基準動作クロック信号は、再生装置動作クロック変換部230に出力される。
【００２９】
　動作クロック受信部220は、後述するコンテンツ出力装置300の動作クロック送信部350
からSPDIFケーブル500を介して伝送される動作クロック信号を受信し、内蔵する周波数変
換器(図示せず)により、受信した動作クロック信号の周波数を所定の周波数に変換し、そ
の周波数変換した動作クロック信号(受信動作クロック信号)を再生装置動作クロック変換
部230に出力する。具体的には、動作クロック受信部220は、コンテンツ出力装置から48kH
zの動作クロック信号を受信し、その動作クロック信号を内蔵の周波数変換器により、24M
Hzの動作クロック信号に変換し、その24MHzの動作クロック信号を再生装置動作クロック
変換部230に出力する。
【００３０】
　再生装置動作クロック変換部230は、再生装置基準動作クロック発生部210から出力され
た基準動作クロック信号、または、動作クロック受信部220から出力された受信動作クロ
ック信号が入力され、後述する再生装置制御部270の制御に基づいて、いずれの動作クロ
ック信号を用いて所定の周波数の動作クロック信号に変換し、変換した動作クロック信号
を後述するコンテンツ発生部240、信号処理部250、データ出力部260等に出力する。
【００３１】
　再生装置動作クロック変換部230は、第1周波数変換部(図示せず)、第2周波数変換部(図
示せず)、信号切換部(図示せず)を備える。第1周波数変換器は、周波数の変動が大きい信
号にも対応可能な入力周波数ゲインの高い周波数変換器である。第2周波数変換器は、周
波数の変動が比較的小さい信号に対応し、所定の周波数に対して誤差が小さい周波数の動
作クロック信号に変換することが可能な入力周波数ゲインの低い周波数変換器である。信
号切換器は、再生装置動作クロック変換部230に入力する再生装置基準動作クロック発生
部210から出力された基準動作クロック信号と動作クロック受信部220から出力された受信
動作クロック信号とを、後述する再生装置制御部270の制御に基づいて切り換える。
【００３２】
　具体的には、再生装置動作クロック変換部230において、信号切換部は、再生装置制御
部270の制御に基づいて、動作クロック受信部220から出力される24MHzの受信動作クロッ
ク信号、或いは、再生装置基準動作クロック発生部210が発生した24MHzの基準動作クロッ
ク信号のいずれかに入力元を切り換える。第1周波数変換器は、入力した24MHzの動作クロ
ック信号を13.5MHzの動作クロック信号に変換し、その13.5MHzの動作クロック信号を第2
周波数変換器に出力する。第2周波数変換器は、13.5MHzの動作クロック信号を更に27MHz
の動作クロック信号に変換し、コンテンツ発生部240、再生装置信号処理部250、データ出
力部260等に出力する。なお、第１周波数変換器は、入力した24MHzの動作クロック信号を
27MHzの動作クロック信号に変換して、その27MHzの動作クロック信号を第2周波数変換器
に出力し、第2周波数変換器は、27MHzの動作クロックを更に27MHzの動作クロック信号に
変換するようにしてもよい。
【００３３】
　動作クロック受信部220から入力する24MHzの動作クロック信号は、SPDIFケーブル500で
伝送された48kHzの動作クロック信号に基づいて生成された受信動作クロック信号であり
、基準の周波数に対して周波数の変動が大きい信号になる。このため、最初に、入力周波
数ゲインが高い第１周波数変換器により基準となる周波数に対して周波数変動幅が狭い動
作クロック信号に変換する。つまり、24MHzの動作クロック信号を13.5MHz±5%の周波数範
囲の動作クロック信号に変換する。その後、第1周波数変換器から出力された13.5MHz±5%
の周波数範囲の動作クロック信号は、入力周波数ゲインの低い第2周波数変換器により、
所定周波数に対して更に周波数変動幅が狭い精度の高い動作クロック信号に変換される。
つまり、13.5MHz±5%の周波数範囲の動作クロック信号は27KHz±0.5%の周波数範囲の動作
クロック信号に変換され、その動作クロック信号は、コンテンツ発生部240、再生装置信
号処理部250、データ出力部260等に出力される。コンテンツ発生部240、再生装置信号処
理部250、データ出力部260等は、所定周波数に対し誤差が小さい動作クロック信号に同期
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して動作する。このため、コンテンツ発生部240、再生装置信号処理部250、データ出力部
260等は、同期ずれ等がなく動作する。
【００３４】
　コンテンツ発生部240は、ディスクに記録されているコンテンツデータや半導体メモリ
に記憶されているコンテンツデータを読み出し、後段の再生装置信号処理部250に出力す
る。また、コンテンツ発生部240は、ネットワーク接続部(図示せず)を備え、ネットワー
クを介してサーバ等に記録されているコンテンツデータをダウンロードしたり、ストリー
ミングすることによりコンテンツデータを取得し、そのコンテンツデータを後段の再生装
置信号処理部250に出力する。
【００３５】
　再生装置信号処理部250は、コンテンツ発生部240から入力したコンテンツデータに、デ
コード処理や様々な信号処理を施す。例えば、オーディオデータやビデオデータに対して
デコード処理を施したり、オーディオデータについてマルチチャンネル処理を施したり、
ビデオデータについて3D変換等の処理を施したりする。
【００３６】
　データ出力部260は、再生装置信号処理部250から出力されたコンテンツデータを、後段
のコンテンツ出力装置300に伝送するために、コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装
置300との間で接続されているケーブルで伝送可能なデータフォーマットに変換し出力す
る。本実施例においては、コンテンツ再生装置200及びコンテンツ出力装置300は、HDMIケ
ーブル400で接続されている。データ出力部260は、HDMIインターフェース機能を有し、HD
MIインターフェースのデータ伝送に適合したデータに変換するとともに、HDMIケーブル40
0を介してコンテンツデータをコンテンツ出力装置300に伝送する。
【００３７】
　再生装置制御部270は、コンテンツ再生装置200全体を制御する。再生装置制御部270は
、コンテンツ出力装置300から受信した動作クロック信号に基づいて、再生装置動作クロ
ック変換部230において動作クロック信号の周波数を変換し、当該動作クロック信号に基
づいてコンテンツ発生部240、再生装置信号処理部250、データ出力部260等を動作させ、
コンテンツデータをコンテンツ出力装置300に伝送する制御を行う。
【００３８】
　再生装置制御部270は、電源のオンオフ、ユーザによる設定、HDMIケーブル400の接続等
に基づいて、コンテンツ出力装置300から動作クロック信号を受信できるか否かを検出し
、コンテンツ出力装置300から動作クロック信号を受信できる場合は、再生装置動作クロ
ック変換部230の信号切換部を制御し、動作クロック受信部220が受信した受信動作クロッ
ク信号に基づいて動作クロック信号が生成され、装置内の各部が動作するように制御する
。また、コンテンツ出力装置300から動作クロック信号を受信できるか否かを検出し、コ
ンテンツ出力装置300から動作クロック信号を受信したことを検出できない場合は、再生
装置動作クロック変換部230の信号切換部を制御し、再生装置基準動作クロック発生部210
から出力された基準動作クロック信号に基づいて動作クロック信号を生成し、装置内の各
部が動作するように制御する。
【００３９】
　次に、コンテンツ出力装置300について説明する。
　コンテンツ出力装置300は、データ入力部310、出力装置信号処理部320、出力部330、出
力装置基準動作クロック発生部340、動作クロック送信部350、出力装置制御部360を備え
る。
【００４０】
　データ入力部310は、HDMIケーブル400を介してコンテンツ再生装置200から伝送されて
きたコンテンツデータを受信する。データ入力部310は、受信したコンテンツデータを後
段の出力装置信号処理部320に出力する。
【００４１】
　出力装置信号処理部320は、データ入力部310から出力されたコンテンツデータに対し信
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号処理を施し出力部330に出力する。信号処理は、例えば、オーディオデータについてサ
ラウンド変換処理を施したり、ビデオデータについてOSD(On-Screen Display)信号を重畳
する信号処理を施したりする。
【００４２】
　出力部330は、オーディオデータを増幅する増幅部(図示せず)や、ビデオデータをテレ
ビやモニターに表示するためのビデオ信号形式に変換するビデオエンコーダ(図示せず)等
を備え、出力装置信号処理部320から出力されたコンテンツデータをビデオデータとオー
ディオデータに分けて、それぞれ出力する。オーディオデータの場合は、増幅部を介して
出力端子からスピーカ等に出力される。ビデオデータの場合は、ビデオエンコーダを介し
てテレビやモニターに出力される。
【００４３】
　出力装置基準動作クロック発生部340は、水晶発振器(図示せず)を備え、基準動作クロ
ック信号を発生する。本実施例においては、当該基準動作クロック信号は、コンテンツ出
力装置300の動作クロック信号の基準となると共に、コンテンツ再生装置200に伝送する動
作クロック信号の基準となる。具体的には、出力装置基準動作クロック発生部340は、24M
Hzの基準動作クロック信号を発生し、その基準動作クロック信号をデータ入力部310、出
力装置信号処理部320、出力部330等に出力する。
【００４４】
　動作クロック送信部350は、出力装置基準動作クロック発生部340が発生した基準動作ク
ロック信号を所定の周波数に変換した後、SPDIFケーブル500を介してコンテンツ再生装置
200に動作クロック信号を伝送する。本実施例においては、出力装置基準動作クロック発
生部340が発生した24MHzの基準動作クロック信号を48kHzの周波数の動作クロック信号に
変換し、SPDIFケーブル500によりコンテンツ再生装置200に伝送する。
【００４５】
　出力装置制御部360は、コンテンツ出力装置300全体を制御する。出力装置制御部360は
、出力装置基準動作クロック発生部340が発生した基準動作クロック信号を動作クロック
送信部350からSPDIFケーブル500を介してコンテンツ再生装置200に送信する制御を行うと
共に、コンテンツ再生装置200から伝送されてきたコンテンツデータを受信し、信号処理
を施した後、出力部330から外部に出力する制御を行う。
【００４６】
　次に、本実施例において、コンテンツ出力装置200とコンテンツ再生装置300の動作を説
明する。
　本実施例においては、コンテンツ出力装置300が発生した動作クロック信号によりコン
テンツ再生装置200が動作する出力装置クロック動作モードで両装置が動作するために、
互いの装置が、出力装置クロック動作モードに対応可能か否かを確認する必要がある。
【００４７】
　出力装置クロック動作モードは、コンテンツ再生装置200及びコンテンツ出力装置300の
両装置が対応していなければ動作できず、出力装置クロック動作モードのオンオフは、ユ
ーザが設定することもできる。コンテンツ再生装置200及びコンテンツ出力装置300のデフ
ォルトの設定では、出力装置クロック動作モードはオフ状態になっている。本実施例にお
いては、この出力装置クロック動作モードはオンオフを自動的に設定する動作について説
明する。なお、この動作モードは、コンテンツ再生装置又はコンテンツ出力装置の電源が
オンした時に確認するようにしてもよい。
【００４８】
　コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300は、両装置間がHDMIケーブル400で接
続され、それぞれの装置の電源がオンされた場合、或いは、電源がオンされ、その後に両
装置間でHDMIケーブル400が接続された場合に、再生装置制御部270又は出力装置制御部36
0が、電源オン及びHDMIケーブル400の接続の検出に基づいて、HDMIインターフェースを介
してモード確認処理を行う。
【００４９】
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　モード確認処理について説明する。ここでは、HDMIケーブル400が接続され、モード確
認処理時の通信方式としてHDMIインターフェース機能のCEC(Consumer Electronics Contr
ol)を利用する場合を例に挙げて説明する。
　図2は、本願発明の一実施形態のコンテンツデータ伝送システムにおけるモード確認処
理を示す図である。
　コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300とをHDMIケーブル400が接続されると
、コンテンツ再生装置200の再生装置制御部270は、HDMIケーブル400が接続されたことを
検出し、モード確認処理を実行する。コンテンツ出力装置300の出力装置制御部360もHDMI
ケーブル400が接続されたことを検出する。
【００５０】
　コンテンツ再生装置200において、再生装置制御部270は、データ出力部260のHDMIイン
ターフェース機能を利用し、HDMIケーブル400を介して、コンテンツ再生装置200の機器情
報をコンテンツ出力装置300に送信する。機器情報は、自らの機器を特定するための情報(
例えば、メーカー名、モデル番号、など)である。ここで、コンテンツ再生装置200の機器
情報の送信は、CEC通信設定によらず、HDMIケーブル400が接続された時に実行される。
【００５１】
　コンテンツ出力装置300は、HDMIケーブル400を介して、データ入力部310によりコンテ
ンツ再生装置200からの機器情報を受信する。ここで受信したコンテンツ再生装置200から
の機器情報が内部メモリ(図示せず)に記憶されているテーブルを参照し、コンテンツ再生
装置が所定のメーカーの機器であった場合は、コンテンツ出力装置300のCEC通信設定によ
らず、一時的に内部のCEC通信設定を有効にする。出力装置制御部360は、データ入力部31
0のHDMIインターフェース機能のCEC機能を利用して、HDMIケーブル400介して、コンテン
ツ出力装置300の機器情報をコンテンツ再生装置200に送信する。
【００５２】
　一方、コンテンツ再生装置200において、再生装置制御部270は、データ出力部260がコ
ンテンツ出力装置300からの機器情報を受信すると、再生装置制御部270の内部メモリに記
憶されているテーブルを参照し、コンテンツ出力装置300が所定のメーカーの機器である
かを確認する。
【００５３】
　コンテンツ再生装置200は、コンテンツ出力装置300が所定のメーカーの機器である場合
、コンテンツ再生装置200は自身が出力装置クロック動作モードに対応しているか否かをH
DMIインターフェース機能のCEC機能を利用してコンテンツ出力装置300に通知する。同時
にコンテンツ出力装置300は、コンテンツ再生装置200からの通知内容を確認すると同時に
自身が出力装置クロック動作モードに対応しているどうかをHDMIインターフェース機能の
CEC機能を利用してコンテンツ再生装置200に通知する。
【００５４】
　コンテンツ再生装置200は、コンテンツ出力装置300が出力装置クロック動作モードに対
応していることを確認できたら、当該モードによる動作開始の要求をコンテンツ出力装置
300に送信する。コンテンツ出力装置300は、コンテンツ再生装置200からの要求に基づい
て、出力装置クロック動作モードに設定を切り替える。コンテンツ出力装置300は動作モ
ードを切り替えたら、一時的に有効にした内部のCEC通信設定を無効にする。
【００５５】
　ここで機器情報の取得についてはHDMIケーブル400内のHDMIインターフェース機能のCEC
機能を使用して相互にやり取りする方法に加えて、コンテンツ再生装置200の機器情報をH
DMI上のPACKET情報により伝送し、コンテンツ出力装置300の機器情報をEDID情報により伝
送する方法も可能でもある。また出力装置クロック動作モードに対応しているかの確認に
ついても、コンテンツ出力装置300のSPDIF出力のチャンネルビットステータス情報により
伝送し、コンテンツ再生装置200の機器情報をHDMI上のPACKET情報により伝送する方法で
も可能である。
【００５６】
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　コンテンツ再生装置200は、コンテンツ出力装置300からの出力装置クロック動作モード
で動作を開始することを示す情報を受信すると、コンテンツ再生装置200のモードの設定
も出力装置クロック動作モードに変更する。ここで、モード確認処理が終了する。モード
確認処理が終了すると共に、コンテンツ再生装置200及びコンテンツ出力装置300は、出力
装置クロック動作モードでの動作に移る。
【００５７】
　次に、コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300との間でのコンテンツデータの
伝送の処理について説明する。
　図3は、本願発明の一実施形態のコンテンツデータ伝送システムにおけるコンテンツデ
ータ伝送に係る処理を示す図である。
【００５８】
　前述のとおり、モード確認処理が終了すると、コンテンツ再生装置200及びコンテンツ
出力装置300は、出力装置クロック動作モードで動作可能な状態に設定される(ステップ10
1)。出力装置クロック動作モードで動作可能な状態になると、コンテンツ出力装置300は
、コンテンツ再生装置200に、HDMIケーブル400を介して、動作クロック信号を送信する旨
を送信し、SPDIFケーブル500を介しての動作クロック進行の送信を開始する(ステップ102
)。
【００５９】
　具体的には、コンテンツ出力装置300は、モードの切り替えに伴い、動作クロック送信
部350が、出力装置基準動作クロック発生部340から発生した基準動作クロック信号に基づ
いて48kHzの動作クロック信号を生成し、SPDIFケーブル500を介して、コンテンツ再生装
置200に動作クロックの送信を開始する。
【００６０】
　コンテンツ再生装置200の再生装置制御部270は、動作クロック受信部220がコンテンツ
出力装置300から48kHzの動作クロック信号を受信したか否かを確認し(ステップ103)、動
作クロック信号を受信すると、受信した動作クロック信号に基づいて24MHzの受信動作ク
ロック信号に変換し、後段の再生装置動作クロック変換部230に出力する(ステップ104)。
【００６１】
　ここで、もしSPDIFケーブル500の不具合等により、出力装置クロック動作モードでの動
作が開始した後、予め定めた時間内に、動作クロック受信部220がコンテンツ出力装置300
からの動作クロック信号を受信できなかった場合(ステップ105)、再生装置制御部270は、
出力装置クロック動作モードを切り替え、再生装置基準動作クロック発生部210が発生し
た基準動作クロック信号に基づいて再生装置動作クロック信号を生成し、装置を動作させ
るように制御する(ステップ106)。予め定めた時間は、例えば、5秒程度である。
【００６２】
　再生装置制御部270が、予め定めた時間内に、コンテンツ出力装置360からの動作クロッ
ク信号を受信できない場合、コンテンツ再生装置210内の基準動作クロック信号に基づい
て生成された再生装置動作クロック信号により動作するように制御するため、長時間にわ
たり、コンテンツデータがコンテンツ再生装置200から出力されないことがない。このこ
とにより、ユーザは、コンテンツ再生装置200とコンテンツ出力装置300との間で動作クロ
ック信号の伝送エラーが生じた場合でも、複雑な設定変更等をする必要なく、コンテンツ
データをコンテンツ出力装置300を介して聴取することができる。
【００６３】
　また、上述のような動作クロック信号の伝送エラー等により出力装置クロック動作モー
ドから設定を切り換えた場合には、再生装置制御部270は、コンテンツ再生装置200の表示
部(図示せず)にモード設定を変更した旨を表示し、ユーザに通知される。このことにより
、ユーザは、出力装置クロック動作モードでなく動作していることを認識することができ
る。また、もしSPDIFケーブル500に断線の不具合があったり、或いは、接続先の端子を間
違えていたりした場合に、ユーザに認識させることができる。
【００６４】
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　再生装置動作クロック変換部230は、24MHzの受信動作クロック信号に基づいて同期した
27MHzの動作クロック信号(再生装置動作クロック信号)を生成し、コンテンツ発生部240、
再生装置信号処理部250、データ出力部260に出力する(ステップ107)。
【００６５】
　コンテンツ発生部240は、再生装置動作クロック変換部230から供給された動作クロック
信号で動作し、装填されているディスクからコンテンツデータを読み出し、或いは、ネッ
トワークを介してコンテンツデータをダウンロードし、再生装置信号処理部250に出力す
る(ステップ108)。
【００６６】
　再生装置信号処理部250も再生装置動作クロック変換部230から供給された動作クロック
信号で動作し、コンテンツ発生部240から入力したコンテンツデータに所定の信号処理を
施し、データ出力部260に出力する(ステップ109)。
【００６７】
　データ出力部260も再生装置動作クロック変換部230から供給された動作クロック信号で
動作し、再生装置信号処理部250から入力したコンテンツデータを所定の信号フォーマッ
トに変換し、HDMIケーブル400を介してコンテンツデータをコンテンツ出力装置300に送信
する(ステップ110)。
【００６８】
　コンテンツ出力装置300において、データ入力部310は、コンテンツ再生装置200から出
力されたコンテンツデータを受信し、信号フォーマットを所定のフォーマットに変換した
後に、出力装置信号処理320に出力する(ステップ111)。ここで、コンテンツ出力装置300
の各部(図1のコンテンツ出力装置300のデータ入力部310、出力装置信号処理部320、出力
部330)は、出力装置基準動作クロック発生部340が発生した動作クロック信号に基づいて
動作する。
【００６９】
　出力装置信号処理部320は、データ入力部310から出力されたコンテンツデータに所定の
信号処理を施し、出力部330に出力する(ステップ112)。出力部330は、オーディオデータ
を増幅したり、ビデオデータにビデオエンコード処理を施した後、外部装置に、それぞれ
ビデオ信号オーディオ信号として出力する(ステップ113)。
【００７０】
　以上のように、本実施例のコンテンツデータ伝送システム100は、コンテンツ再生装置2
00及びコンテンツ出力装置300のそれぞれの装置の電源がオンした場合、或いは、HDMIケ
ーブル400が接続された場合、自動的に、出力装置クロック動作モードに対応しているか
を確認し、両装置がこのモードに対応していることの確認ができた場合、自動的に出力装
置クロック動作モードに設定され、当該モードで動作する。このことにより、電源をオン
する毎に、或いはHDMIケーブル400を接続する毎に、ユーザがモード設定をする必要がな
く、手間がかからない。また、自動的に設定されることにより、ユーザが設定を間違うこ
とがない。さらに、コンテンツ出力装置300の動作クロック信号に基づいてコンテンツ再
生装置200が動作し、コンテンツ再生装置200が再生したコンテンツデータをコンテンツ出
力装置300で出力する出力装置クロック動作モードで動作することにより、両装置間での
ジッターが低減され、データ伝送に悪影響がなく、コンテンツデータを伝送することがで
きる。
【００７１】
　また、本実施例のコンテンツデータ伝送システム100は、コンテンツ出力装置300が出力
装置クロック動作モードに対応していることを示す信号を送信し、その信号を受信した後
、予め定めた時間(例えば、5秒、など)経過しても動作クロック受信部220が動作クロック
信号を受信しなかった場合、出力装置クロック動作モードを中止し、再生装置動作クロッ
ク変換部230の信号切換部を切り換え、再生装置基準動作クロック発生部210が発生した基
準動作クロック信号に基づいて再生装置動作クロック信号を生成し、当該再生装置動作ク
ロック信号に基づいて動作する。このことにより、コンテンツ出力装置300からの動作ク
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ロック信号の出力エラー、ケーブル断線、ケーブルの接続ミス等が発生した場合でも、コ
ンテンツデータの再生不能な状態が継続することなく、短時間で、コンテンツ再生装置20
0においてコンテンツデータの再生が可能となる。
【００７２】
　本実施例のコンテンツデータ伝送システム100は、コンテンツ出力装置200とコンテンツ
再生装置300が、それぞれ出力装置クロック動作モードに対応可能か否かを確認するため
に、モード確認処理を行う構成について説明したが、このようなモード確認処理を行わず
に、動作クロック受信部220に入力されるクロック信号の信頼性を確認するために、動作
クロック信号にコンテンツ出力装置300からの信号であることを示すデータを重畳し、コ
ンテンツ再生装置200側で受信した動作クロック信号にコンテンツ出力装置300からの信号
であることを示すデータが重畳されている場合のみ、出力装置クロック動作モードで動作
する構成としても良い。例えば、出力装置制御部360は、動作クロック送信部350が動作ク
ロックを動作クロック受信部220に送信する場合、予め定めたバイフェーズの信号を動作
クロック信号に重畳して送信するよう動作クロック送信部350を制御し、再生装置制御部2
70は、動作クロック受信部220が受信した動作クロックに予め定めたバイフェーズの信号
が重畳されているか否かを判別し、バイフェーズの信号が重畳されている場合は出力装置
クロック動作モードで動作するよう制御し、バイフェーズの信号が重畳されていない場合
は、再生装置動作クロック変換部230の信号切換部を切り換え、再生装置基準動作クロッ
ク発生部210が発生した基準動作クロック信号に基づいて再生装置動作クロック信号を生
成し、当該再生装置動作クロック信号に基づいて動作するよう制御しても良い。これによ
り、モード確認処理に必要な回路構成を省略することができ、また、モード確認処理に必
要な時間を短縮することができる。また、万一、動作クロック伝送ケーブル500をコンテ
ンツ出力装置300でない装置と接続した状態で、コンテンツ出力装置300でない装置から送
信された動作クロック信号を受信してしまい、再生するオーディオデータにジッターが発
生したり、音質や画質が劣化してしまうことを防止することができる。
【００７３】
　本実施例のコンテンツデータ伝送システム100は、動作クロック送信部350が動作クロッ
ク受信部220に対して48KHzの動作クロック信号を送信し、その48KHｚの動作クロック信号
から27MHzの動作クロック信号を生成し、この27MHzの動作クロック信号から48KHz系の動
作クロック信号である24MHzの動作クロック信号及び44.1KHz系の動作クロック信号である
22MHzの動作クロック信号を生成する構成としたが、例えば、複数のクロック信号を切換
えて送信できる構成としても良い。例えば、動作クロック送信部350は、48kHzの動作クロ
ック信号と44.1kHzの動作クロック信号とを切換えて送信できるような構成とし、動作ク
ロック受信部220は受信した動作クロック周波数に基づいて動作する構成とする。これに
より、例えば、ＤＶＤやＢＤ等の記録媒体に記録されたビデオデータを含むコンテンツデ
ータを再生する場合は、48kHzの動作クロック信号で動作するように切換えることができ
、また、ＣＤ等の記録媒体に記録されたビデオデータを含まないコンテンツデータを再生
する場合は、44.1kHzの動作クロック信号で動作するように切換えることができるため、
再生するコンテンツデータに応じて複数の動作クロックのうちから任意の動作クロックを
選択して動作させることができる。
【００７４】
　本実施例のコンテンツデータ伝送システム100は、動作クロック信号の周波数の値とし
て24MHz、13.5MHz、27MHz、48kHz、44.1kHz等の周波数の値を用いて説明したが、本実施
例で説明した効果を奏するのであれば、他の任意の周波数の値を用いた伝送システムとし
ても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、コンテンツデータを再生するコンテンツ再生装置と、コンテンツデータに信
号処理や増幅を施して出力するコンテンツ出力装置とからなるコンテンツデータ伝送シス
テムに利用できる。
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【符号の説明】
【００７６】
　100・・・コンテンツデータ伝送システム
　200・・・コンテンツ再生装置、210・・・再生装置基準動作クロック発生部、220・・
・動作クロック受信部、230・・・再生装置動作クロック変換部、240・・・コンテンツ発
生部、250・・・再生装置信号処理部、260・・・データ出力部
　300・・・コンテンツ出力装置、310・・・データ入力部、320・・・出力装置信号処理
部、330・・・出力部、340・・・出力装置基準動作クロック発生部、350・・・動作クロ
ック送信部、360・・・出力装置制御部
400・・・マルチメディアデータ伝送ケーブル
500・・・動作クロック伝送ケーブル

【図１】 【図２】
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